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  宇部市国民健康保険料の減免に関する要綱   

                              平成１６年３月２６日 

                              要 綱 第 １ 号  

（趣旨） 

第１条 この要綱は、宇部市国民健康保険条例（昭和３４年条例第１１号。以下条例という。） 

 第２３条及び宇部市国民健康保険条例施行規則（昭和３４年規則第６号。以下「市規則」とい

う。）の規定に基づき、国民健康保険料（以下「保険料」という。）の減免に関し必要な事項を

定めるものとする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において「平均収入月額」とは、申請時における世帯主及び当該世帯に属する

世帯員全員の当該年中の１か月当たりの平均収入の見積額をいい、収入の認定方法は生活保護

法（昭和２５年法律第１４４号）による保護の実施要領（昭和３６年厚生省発社１２３号）に

準ずる。 

２ この要綱において「生活保護基準額」とは、生活保護法による保護基準（昭和３８年厚生省

告示１５８号）の第１類、第２類及び加算を加算した需要の額をいう。 

 

（減免の条件） 

第３条 市長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当し、生活が困難であると認め

られる場合において保険料を減免する。 

（１）災害又は盗難により損害を受けた場合 

（２）疾病、負傷又はその他の特別な理由による場合 

２ 市長は、国民健康保険法（以下「法」という。）第５９条の規定に該当した場合、保険料を

減免する。 

３ 市長は、条例第２３条第１項第４号の規定に該当した場合、保険料を減免する。 

 

（生活が困難であると認める基準） 

第３条の２ 前条第１項に規定する「生活が困難であると認められる場合」とは、平均収入月額

が、生活保護基準額に１．５を乗じた額以下である場合とする。 

 

（災害又は盗難により損害を受けた場合の減免） 

第４条 災害又は盗難により資産（生計を一にする世帯員の土地、家屋及び生活必需家財をい

う。）に損害を受け、その損失額（保険金又は損害賠償金等により補填された額を除く。）が資

産価格の１０分の３以上である場合は、別表第一に定める減免率を保険料に乗じて得た額を保

険料から減額する。 
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（疾病、負傷又はその他の特別な理由による場合の減免） 

第５条 疾病、負傷又はその他の特別な理由により、申請日の当該年中の総所得金額の見積額が

前年の総所得金額の１０分の３以上減少した場合、別表第二に定める減免率を保険料所得割額

に乗じて得た額を保険料所得割額から減額し、条例第１７条の２の規定に該当する場合は被保

険者均等割額、１８歳以上被保険者均等割額及び世帯別平等割額を減額する。 

 

（法第５９条に該当する場合の減免） 

第６条 当該被保険者が給付制限を受けた期間の保険料を減免する。 

 

（条例第２３条第１項第４号に規定する場合の減免） 

第７条 旧被扶養者に係る所得割額は、所得の状況にかかわらず当分の間、これを免除する。 

２ 旧被扶養者に係る被保険者均等割額及び１８歳以上被保険者均等割額については、次の割合

により、これを減免する。ただし、減額賦課５割及び７割該当世帯に属する旧被扶養者につい

ては減免を行わない。 

（１）減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者 ５割  

（２）減額賦課２割軽減該当世帯に属する旧被扶養者 軽減前の額の３割 

３ 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額に

ついては、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課５割及び７割軽減該当世帯又

は特定世帯(国民健康保険法施行令(昭和３３年１２月２７日政令第３６２号)第２９条の７第

２項第８号イに規定する世帯をいう。)である場合は減免を行わない。 

（１）減額賦課非該当世帯 ５割 

（２）減額賦課２割軽減該当世帯 軽減前の額の３割 

（３）減額賦課非該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割２．５

割軽減前の額の２．５割  

（４）減額賦課２割軽減該当の特定継続世帯 特定継続世帯に該当することによる世帯別平等割

２．５割軽減及び減額賦課２割軽減前の額の１割 

 

（減免の適用期間） 

第８条 減免の適用期間は、次の区分による。 

（１）第４条の減免は、減免事由が発生した日の月から１２ヶ月間とする。 

（２）第５条の減免は、減免事由の発生を申請した日から当該調定年度中に到来する納期までと

する。 

（３）第６条の減免は、当該被保険者が給付制限を受けた期間とする。 

（４）第７条の減免は、条例第２３条第１項第４号及び附則第４条に該当する期間とする。 
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（処分結果の通知） 

第９条 市長は、市規則第２１条の国民健康保険料減免等申請を受理した場合、審査の上、速や

かに申請に係る処分結果を市規則第２１条第２項の国民健康保険料減免等決定通知書で通知

するものとする。なお、第３条第３項に基づく申請については、申請時に審査することとして、

処分結果について別に通知を行わない。 

 

（減免の取消） 

第１０条 市長は、偽りの申請その他不正の行為により保険料の減免を受けた納付義務者がある

場合において、これを発見したときは、直ちに当該保険料の減免を取り消す。 

 

（その他） 

第１１条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

   附則 

 この要綱は平成１６年４月１日から施行し、平成１６年６月１日以後に納期の到来する保険料 

から適用する。 

   附則 

 この要綱は、平成２３年１１月８日から施行する。 

附則 

 この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 
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別表第一（第４条関係） 

     損害割合 

前年の所得 

30％以上 

50％未満 
50％以上 

 5,000,000 円未満 0.7 1.0 

 5,000,000 円以上 0.5 0.7 

 

 

別表第二（第５条関係） 

所得減少割合         

前年の所得 

30％以上 

40％未満 

40％以上 

50％未満 

50％以上 

60％未満 

60％以上 

70％未満 

70％以上 

80％未満 

80％以上 

 

1,200,000 円未満 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.0 

1,200,000 円以上 

2,400,000 円未満 

0.5 

 

0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

2,400,000 円以上 

3,600,000 円未満 

0.4 

 

0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 

3,600,000 円以上 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 

 

 

 

 

 


